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村の鳥
ウグイス

　湿度が上がり、ジメジメする季節になってきま
したね～。平年ですと関東甲信地方は、6月7日
頃が梅雨入りの時期とのことで、過ごしにくい日
が続きそうです。とは言え、農作物にとっては恵
みの雨です。価格が高騰しているお米がすくすく
育ち、秋の収穫量が増え、値段も落ち着く良いな
と思っている今日この頃。
　私も知らなかったのですが、6月18日は平成
28年に国連が定めた「持続可能な食文化の日」だ
そうです。食は生きていくうえで欠かせないもの
ですので、食品ロスを減らし、自然の恵みに感謝
しながら食事をとろうと改めて感じました。（え）

ペ ン の う ご き

　令和5年10月30日から11月3日にかけてスイス・ジュネーブ
で開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議（COP5）」
において、水銀添加製品である一般照明用の蛍光ランプ（住宅、事
務所、工場、店舗、作業現場、街路灯等で一般的に使用されている
蛍光ランプ）を、その種類に応じて、令和7年末から令和9年末ま
でに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されました。
　廃止対象となる蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止
されますが、廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品
の継続使用は可能です。
　一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等については、計画
的なLED化を進めるほか、引き続き蛍光ランプの使用が必要な場合
は、在庫切れとなる前に必要数を調達するなどの対応が必要です。
　詳細については、環境省ホームページ（https://www.env.go.jp/
chemi/tmms/lamp.html）をご覧ください。

  環境上下水道課 環境係☎（288）3862

蛍光灯の生産が 終了します

令和7年4月30日現在
村に住民票がある方の総数
人 口 総 数 2 , 6 8 6 人  （−　3）
　　　  男 1 , 3 8 4 人  （−　5）
　　　  女 1 , 3 0 2 人  （＋　2）
　世帯数 1 , 2 6 9 世 帯  （±　0）
※（　）内は前月比／住民基本台帳より

令和7年5月1日現在
住民票の有無に関わらず村内に居住している方の総数
人 口 総 数 2 , 8 3 6 人  （−　3）
　　　  男 1 , 4 6 1 人  （−　5）
　　　  女 1 , 3 7 5 人  （＋　2）
　世帯数 1 , 1 4 0 世 帯  （±　0）
※（　）内は前月比／人口統計調査より

人口のようす
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